
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

平成２５年７月５日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

水で空気を洗う空気清浄機 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 本機は、専用液（ブリーズエッセンス）を混ぜた水を撹拌及び遠心力を応用して

機内に散布（噴霧）することにより、機内の空気を洗浄すると共に香り付けを行い、

香りの付いた洗浄空気を機外に放出することにより、室内空気を爽やかに調えるこ

とを目的とするものである。 

 

○構造、仕様、意匠 

 専用液には、リビング（微香）、ローズ（花の香り）、ユーカリ（森林の香り）

及びオレンジ（果実の香り）の４種類がある。 

 定 格：１００V、５０－６０Hz、６W 

 

○主な使用者、販売先 

一般消費者等 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 特定電気用品以外の電気用品中、電動力応用機械器具の「電気芳香拡散機」とし

て取り扱う。 

 

（理由） 

 本製品は、室内に好みの香りを拡散させるものであることから、「電気芳香拡散

機」として取り扱うことが妥当と判断する。 

 

 

 


